
　

昨
年
５
月
、
改
選
後
の
初
議
会
と
な

る
第
１
回
臨
時
会
で
、
前
任
期
か
ら
引

き
続
き
、
議
会
改
革
特
別
委
員
会
が
設

置
さ
れ
ま
し
た
。前
任
期
で
は
、市
議
会

だ
よ
り
の
発
行
、
本
会
議
の
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
中
継
、そ
し
て
議
員
の
投
票
に
よ

る
議
長
選
挙
な
ど
が
ス
タ
ー
ト
し
、改
革

を
進
め
て
き
ま
し
た
。
今
任
期
に
お
い

て
も
、
議
長
か
ら
諮
問
さ
れ
た
改
革
事

項
に
つ
い
て
、議
論
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

■
議
長
の
諮
問
事
項

○
市
民
に
開
か
れ
た
議
会

　

⑴
議
会
か
ら
の
情
報
発
信
・
広
報
広

聴
活
動
の
充
実
に
つ
い
て

・
議
会
報
告
会
の
開
催
、
移
動
常
任

委
員
会
の
開
催
、
政
務
活
動
費
の

あ
り
方

○
多
様
な
議
論
の
場
を
形
成
す
る
議
会

　

⑴
議
会
の
行
政
監
視
機
能
の
強
化
に

つ
い
て

・
議
会
基
本
条
例

　

⑵
政
策
立
案
能
力
の
向
上
に
つ
い
て

・
議
員
お
よ
び
事
務
局
職
員
の
調
査
、

　

研
究
能
力
向
上
、
常
任
委
員
会
、

特
別
委
員
会
で
の
政
策
提
案

　

⑶
議
員
個
々
の
資
質
向
上
に
つ
い
て

・
議
員
間
討
議
（
自
由
討
議
）

　

⑷
議
会
の
活
性
化
に
つ
い
て

・
議
員
の
複
数
常
任
委
員
会
の
所
属

・
議
長
、
副
議
長
の
会
派
離
脱

・
反
問
権
を
市
長
、
教
育
長
、
部
長

な
ど
理
事
者
側
に
付
与
す
る
こ
と

・
本
会
議
主
義
と
委
員
会
主
義
の
比

較
検
討
（
当
市
議
会
は
本
会
議
主

義
）

■
１
年
間
の
協
議
経
過

　

特
別
委
員
会
の
中
に
２
つ
の
分
科
会

（
作
業
部
会
）
を
設
け
、
そ
れ
ぞ
れ
担

当
す
る
調
査
事
項
に
つ
い
て
調
査
検
討

を
進
め
て
お
り
、
分
科
会
と
し
て
の
方

向
性
を
示
し
た
後
、
特
別
委
員
会
の
場

に
お
い
て
決
定
し
て
い
く
手
法
を
と
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
１
年
間
で
、
４
回
の

特
別
委
員
会
、
５
回
の
分
科
会
を
開
催

し
ま
し
た
。
ま
た
、
こ
の
特
別
委
員
会

に
お
け
る
大
き
な
テ
ー
マ
で
あ
る
「
議

会
基
本
条
例
」
と
「
本
会
議
主
義
と
委

員
会
主
義
」
に
つ
い
て
、
三
笠
市
議
会

お
よ
び
石
狩
市
議
会
へ
の
視
察
研
修
を

実
施
し
ま
し
た
。

■
主
な
協
議
内
容

第
１
分
科
会

座　

長　

清
水　

雅
人　

副
座
長　

木
下
八
重
子　

分
科
員　

本
間　

保
昭　

関
藤　

龍
也

・
議
会
基
本
条
例

　

基
本
条
例
を
ひ
と
言
で
言
え
ば
、
議

会
の
あ
り
方
を
明
文
化
し
た
も
の
で
す
。

　

近
年
、
地
方
分
権
の
進
展
に
伴
い
、

地
方
議
会
の
役
割
が
大
き
く
な
り
、
基

本
条
例
を
制
定
す
る
議
会
が
増
え
て
い

ま
す
。
そ
こ
で
、
市
民
と
の
意
見
交
換

会
の
開
催
を
は
じ
め
、
効
果
的
と
考
え

ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
ま
ず
、
試
行

し
た
う
え
で
内
容
を
検
証
し
、
最
終
的

に
基
本
条
例
の
必
要
性
を
判
断
し
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

・
移
動
常
任
委
員
会
の
開
催

　

移
動
常
任
委
員
会
の
開
催
に
つ
い
て

は
、
市
民
と
の
意
見
交
換
の
場
と
位
置

づ
け
、
検
討
を
進
め
て
い
ま
す
。
こ
れ

ま
で
も
必
要
に
応
じ
て
常
任
委
員
会
や

特
別
委
員
会
と
し
て
実
施
し
て
き
ま
し

た
が
、
さ
ら
に
積
極
的
に
実
施
す
る
こ

と
で
、
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
の
意
見
を

拝
聴
し
、
政
策
提
案
が
で
き
な
い
か
と

い
っ
た
議
論
が
な
さ
れ
、
現
在
、
常
任

委
員
会
と
し
て
市
民
や
団
体
と
の
意
見

交
換
を
す
る
た
め
の
ル
ー
ル
づ
く
り
に

着
手
し
て
い
ま
す
。

第
２
分
科
会

座　

長　

山
本　

正
信　

副
座
長　

柴
田　

文
男　

分
科
員　

堀　
　

重
雄　

安
樂　

良
幸

・
本
会
議
主
義
と
委
員
会
主
義
の
比
較

検
討

　

本
市
議
会
で
は
、
本
会
議
で
の
審
議

を
中
心
と
す
る
本
会
議
主
義
を
採
用
し

て
お
り
、
新
年
度
予
算
や
決
算
な
ど
特

別
委
員
会
等
に
付
託
さ
れ
る
議
案
を
除

く
議
案
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
本
会
議

で
審
議
さ
れ
可
否
を
決
定
し
て
い
ま
す
。

全
議
員
が
一
堂
の
場
で
質
疑
・
討
論
を

行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、質
疑
回
数
が

制
限
さ
れ
る
な
ど
の
制
約
も
あ
り
ま
す
。

　

一
方
、
委
員
会
主
義
を
採
用
し
て
い

る
議
会
で
は
、
本
会
議
の
開
会
後
に
議

案
を
常
任
委
員
会
等
に
付
託
し
、
そ
こ

で
質
疑
が
行
わ
れ
、
最
終
的
に
そ
の
結

果
が
本
会
議
の
場
で
報
告
さ
れ
、
可
否

が
決
定
さ
れ
ま
す
。
通
常
、
常
任
委
員

会
な
ど
で
審
議
さ
れ
る
場
合
は
、
そ
の

委
員
会
の
所
属
議
員
に
よ
る
審
議
と
な

り
ま
す
。

　

い
ず
れ
の
方
法
も
長
所
、
短
所
は
あ

り
ま
す
が
、
現
在
採
用
し
て
い
る
本
会

議
主
義
の
問
題
点
を
洗
い
出
し
、
さ
ら

に
充
実
さ
せ
る
よ
う
な
方
法
が
な
い
か
、

委
員
会
主
義
の
手
法
を
取
り
入
れ
る
こ

と
が
で
き
る
部
分
は
な
い
か
と
い
っ
た

こ
と
を
他
議
会
の
事
例
を
調
査
す
る
と

と
も
に
、
答
弁
側
の
市
部
局
の
意
見
も

聴
取
し
な
が
ら
、
検
討
し
ま
す
。

議
会
改
革

特
別
委
員
会
だ
よ
り
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